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国領町産業団地地区 地区計画

令和5年8月18日決定

国領町産業団地地区

伊勢崎市国領町、境島村、境小此木の一部

約１９．４ｈａ

 本地区は、伊勢崎市の南部に位置し、近接する国道４６２号を経由し東毛広域幹線道路や関

越自動車道本庄児玉ＩＣへの交通アクセス性に優れた区域であるため、隣接する伊勢崎南部第

三工業団地と共に産業拠点として整備を図るべき地区である。

 本地区計画は、周辺環境と調和を図りながら、産業団地としての良好な操業環境を形成・保

全するとともに、地域に開かれた産業団地の形成を図ることを目標とする。

 周辺環境と調和を図りながら、産業団地としての良好な操業環境を形成・保全するため、建

築物等の用途の混在を防止する。地域に開かれた産業団地の形成を図るため、本地区内の企業

が製造した製品を販売できるよう、一定規模以下の店舗等については立地可能とする。

 本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、道路及び調整池を適切

に配置する。

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、良好な産業団地の形成を図るため、建築物等

の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

 地区内における騒音・振動などの環境基準については、環境関連法令等による基準に従うも

のとし、地区内における産業環境の維持と共に周辺の住環境への負荷の軽減に努める。

 また、周辺環境に配慮し、産業団地外周に道路や緑地等を適切に配置する。

道路 道路Ａ 幅員１６ｍ  延⾧約４７０ｍ

調整池

 必要調節容量及び許容放流量、放流先の位置については、「都市計画法による市街化区域お

よび市街化調整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について（昭和４５年

１月８日局⾧通達）」に則り協議した結果（以下、「治水協議結果」とする。）に基づくもの

とする。

建築物等の用途の

制限

 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、次の各号に掲げる建築物は建築して

はならない。

(1)住宅

(2)共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3)店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が５００

㎡を超えるもの

(4)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の６

の２で定める運動施設

(5)カラオケボックスその他これに類するもの

(6)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの

(7)図書館、博物館その他これらに類するもの

(8)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9)公衆浴場

(10)老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(11)老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(12)自動車教習所

(13)畜舎

(14) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に規定する廃棄物を処理す

る施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理

を行うものを除く。）

建築物の敷地面積

の最低限度

１，０００㎡

(工場、事務所及び倉庫(倉庫業を含む。)に限る。)

◎お問い合わせ先  伊勢崎市 都市計画部 都市計画課 都市計画係

  〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 市役所東館4階 TEL：0270-27-2766
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国領町産業団地地区
地区計画（約19.4ha）
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用途地域により建てられる用途

用途地域により建てられない用途

地区計画により建てられない用途

①、②、③、④、▲、■ 面積、階数等の制限あり

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ④

② ③ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ④

③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲

▲ ▲ ○ ○ ○ ▲

▲ ○ ○ ○

○ ▲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

① ① ② ② ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

① ① ① ■ ② ② ○ ○ ○ ○

② ② ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

① ① ② ③ ③ ○ ○ ○ ○

① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

廃棄物処理施設

※）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

自動車修理工場

作業場の床面積
① 50㎡以下　② 150㎡以下　③ 300㎡以下
原動機の制限あり

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理
の量

量が非常に少ない施設

① 1,500㎡以下　２階以下　　　　　　　　　　　　　　②
3,000㎡以下

量が少ない施設

量がやや多い施設

量が多い施設

畜舎（15㎡を超えるもの）
▲ 3,000㎡以下
※15㎡以下も建築不可

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の
床面積が50㎡以下

原動機の制限あり　　　　　　　　　     　　　　　　　　▲
２階以下

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

原動機・作業内容の制限あり　作業場の床面積
① 50㎡以下
② 150㎡以下
■ 農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに
限る。

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

自動車教習所 ▲ 3,000㎡以下

工
場
・
倉
庫
等

単独車庫（附属車庫除く） ▲ 300㎡以下　２階以下

建築物附属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の２分の１以下かつ備考欄に記載の制限

①    600㎡以下　１階以下　　　　　　　　　　　　　　②
3,000㎡以下　２階以下　　　　　　　　　　　　　　③ ２階
以下一団地の敷地内について別に制限あり

倉庫業倉庫

公衆浴場、診療所、保育所等 ※公衆浴場は建築不可

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ 600㎡以下

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

神社、寺院、教会等

病院

▲　客席200㎡未満

キャバレー、個室付き浴場等 ▲　個室付浴場等を除く

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

ホテル、旅館 ▲ 3,000㎡以下

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ▲ 3,000㎡以下

カラオケボックス等 ▲ 10,000㎡以下

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 ▲ 10,000㎡以下

劇場、映画館、演芸場、観覧場

店舗等の床面積が、1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が、3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が、10,000㎡を超えるもの（大規模集客施設※2）

事
務
所
等

事務所等の床面積が、150㎡以下のもの

▲ ２階以下

事務所等の床面積が、150㎡を超え、500㎡以下のもの

事務所等の床面積が、500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

事務所等の床面積が、1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が、3,000㎡を超えるもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２分の１以下
のもの

非住宅部分の用途制限あり

店
舗
等

店舗等の床面積が、150㎡以下のもの
① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等
のサービス業用店舗のみ、２階以下。　　　　　② ①
に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀
行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗
のみ。２階以下。　　　　　　　　　　　　　　③ ２階以下
④ 物品販売店舗、飲食店を除く。
■ 農産物直売所、農家レストラン等のみ。
　　２階以下。

店舗等の床面積が、150㎡を超え、500㎡以下のもの

店舗等の床面積が、500㎡を超え、1,500㎡以下のもの
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用途地域内建築物用途規制一覧　　[国領町産業団地地区]

用途地域内の建築物の用途制限
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